
入 札 参 加 者 の 心 得 

入   札 

１  入札参加資格者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４ 

号） 等の規定に抵触する行為を行ってはなりません。 

２  入札参加者は、指定の時刻までに必ず出席してください。指定時刻に遅れた場合は、入札に参

加することはできません。入札を辞退しようとするときは、辞退理由を付した入札辞退届を都市整備

局道路整備課に直接持参するか郵送（入札日前日までに到達するものに限ります。）してください。 

３  入札執行の場所には関係者以外の者は立ち入らないでください。 

４  入札執行中は無用の言動は慎んでください。 

５  入札参加資格者又は当該入札参加資格者の代理人は、他の入札参加資格者を代理することがで

きません。 

６  代理人が入札しようとするときは、入札開始前に委任状を提出しなければなりません。 

７  入札書は市指定様式によるものとし、これに入札年月日、入札参加資格者の氏名（委任を受け

た者にあっては、受任者の氏名も併記してください。）、件名、入札金額等を記入し、押印の上、

封書にし、投函してください。封書には、件名、会社名等を記入してください。ただし、４つ折

り等により入札金額が見えないようにした場合は、封書にすることなく、入札書のまま投函すること

ができます。 

  なお、入札書の押印の義務付けを廃止したことから、押印に代えて責任者等の氏名及び連絡先の記

載を可とします。責任者等の氏名及び連絡先を記載する場合は、責任者（事務を担当する部門の長）

の氏名及び担当者（事務を担当する部門の者）の氏名をフルネームで記載し、更に連絡先として電話

番号（固定電話。設置していない場合は携帯電話）を記載してください。 

８  入札情報の【注意事項】(３)により、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）をもって契約金額としますので、入札者は、課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札金額として入

札書に記載してください。記載事項を訂正するときは、押印した入札書の場合は、誤字に二重線を引

き、その部分に押印するとともに、上部に正書してください。押印に代えて責任者等を記載した入札

書の場合は、誤字に二重線を引き、上部に正書し、当該箇所近くの余白に訂正した者の氏名をフル 

ネームで記載（訂正した者が当初記載された担当者と異なる場合は、担当者欄に訂正した者の氏名を

フルネームで追記してください。）してください。ただし、いずれの方法であっても、金額の訂正は

認められません。なお、積算時の単価に１円未満の端数があるときは、小数点第２位までとしてくだ

さい。 

９  提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回をすることができません。 

１０  入札書を提出した者は、地方自治法施行令第１６７条の１１第１項において準用する同令第

１６７条の４第１項各号のいずれにも該当しないことを誓約したものとみなします。 

１１  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

(１) 入札参加資格のない者のした入札 

(２) 連合その他の不正な行為によってなされたと認められるもの 

(３) 委任状の提出がない代理人のしたもの 

(４) 同一の入札について２以上の入札書を提出したもの 

(５) 入札書の金額、氏名若しくは印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明であるもの 

（押印のない入札書の場合は、責任者等の氏名及び連絡先の記載がないもの） 

(６) 金額を訂正したもの 

（７）市指定様式以外の入札書を使用したもの 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項に違反したもの 

開   札 

１  落札者が決定した場合は、直ちに口頭で発表します。落札者は、予定価格の制限の範囲内で、

最低の価格をもって入札した者とします。 

２  落札となるべき同価格の入札者が２者以上あるときには、直ちに、くじにより落札者を決定し

ます（くじの辞退はできません。）。 

３  落札後、別途指示する期限までに免税事業者届出書が提出された場合は免税事業者として取り扱い、

期限までに提出のない場合は課税事業者として取り扱うものとします。 

４  上記３のほか、契約手続について、市長又は入札執行者の指示に従ってください。 

 

 



入札の停止、中止又は取消し 

１  入札参加申請者が１者であったとき又は辞退等により、入札参加者が１者となったときは、入

札の執行を取りやめます。 

２  １のほか、緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認めるときは、入札を

停止し、中止し、又は取り消すことがあります。 

 


